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令和３年第３回立川市農業委員会総会日程 

 

日時  令和３年３月２５日（木）午後２時  

会場  ２０８・２０９会議室 

 

１ 開会 

２ 議事録署名委員の指名 

３  報告事項 

 （１）事務報告 

（２）農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

（３）農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

４  議事  

  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  議案第２号 都市農地貸借円滑化法の規定による事業計画審査・ 

        決定について 

  議案第３号 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

  議案第４号 生産緑地に係る農業の主たる従事者について 

５  その他  

６  閉会  
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令和３年第３回立川市農業委員会総会 

                令和３年３月２５日（木） 

                立川市役所２０８・２０９会議室 

 

 

議  席   氏      名  議  席   氏      名  

 １番  鈴  木    豊  君  １０番  田  中  佐  一  君  

 ２番  金  子  波留之  君  １１番  横  幕  玲  子  君  

 ３番   １２番  髙  杉  晋  一  君  

 ４番  小  峰  喜  昭  君  １３番   

 ５番   １４番   

 ６番  嶋  田  貞  芳  君  １５番   

 ７番   １６番  島  田  加  美  君  

 ８番  内  野  智  行  君  １７番   

 ９番     

 

 

事務局職員 

   局長  矢ノ口  美  穂  君  

   次長  奥  野  武  司  君  

   係長  原  島  邦  雄  君  

   主任  横  井  雅  司  君  
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午後１時５７分 開会  

議長   皆さん、改めましてこんにちは。まだ定刻から５分近く早い

んですけれども、皆さん集まりましたので始めたいと思います。 

 本日は、お忙しい中、御出席いただきまして大変ありがとう

ございます。 

 緊急事態宣言も解除されましたけれども、今回は、まだ人数

のほうも少なく、少ない人数で開催することになりました。次

回は、皆さんにも日程表もお配りしているかと思いますが、大

きい部屋になりますので、まして年度初めということなので、

次回は全員に出席をしていただいて開催したいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。ただ、今後、また事態が変わ

ってきたら人数制限なども行う可能性もあります。とにかく感

染がこれ以上増えないように努力していきたいと思っておりま

すので、また今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、もう皆さんも御承知のように、市役所のほうでも人

事異動もいろいろな部署であったということで、農業委員会事

務局の方も異動ということで、それについては一番最後で次長

より御報告がありますので、私からはこの辺で止めさせていた

だきたいと思います。 

 ただいまより令和３年第３回立川市農業委員会総会を開催い

たします。 

 立川市農業委員会会議規則第６条の規定を満たす数の委員に

出席いただいておりますので、本総会は成立しております。 

 本日、本総会に付議すべき項目は別紙のとおりでございます。

御審議のほどお願いいたします。 

 それでは、座らせていただきます。 

 

議 長   初 め に 、 議 事 録 署 名 委 員 の 指 名 で す 。 今 回 は ６ 番 の 嶋 田 貞

芳委員、８番の内野委員にお願いをしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、（１）事務報告、（２）農地法第４条第１項第８

号の規定による届出が３件、（３）農地法第５条第１項第７号
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の規定による届出が１件。一括して事務局より報告をお願いい

たします。 

局 長   そ れ で は 、 報 告 事 項 （ １ ） 、 事 務 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。 お

手元にＡ４縦長の事務報告を御用意ください。 

 ３月５日（金）、東京都農業会議の主任職員研修会が開催さ

れまして、事務局職員がリモートで参加をしております。 

 ３月１７日（水）、立川のホテルエミシア東京立川、元のグ

ランドホテルですけれども、そちらで東京都農業会議通常総会

並びに会長集会が開催をされまして、鈴木会長に御出席をいた

だいています。 

 委員会といたしましては、遡って３月１５日（月）に本総会

に向けた現地調査を行い、本日、２５日（木）、農業委員会総

会、終了後には全員協議会を開催いたします。 

 あした以降の予定でございます。来月になりまして、４月９

日（金）、農業委員会職員基礎研修会、２３日（金）には都市

農地制度基礎研修会が予定されており、事務局が出席予定でご

ざいます。委員会としましては、４月１５日（木）に４月の総

会に向けた現地調査を行い、２７日（火）、少し変則的な日程

でございますが、午後３時より第４回総会、終了後には全員協

議会の開催を予定してございます。 

 報告事項（１）事務報告は以上でございます。 

 続きまして、農地法に基づく届出に関する報告でございます。

お手元、横長でホッチキス留めになっている報告資料を御覧く

ださい。 

 報告事項（２）農地法第４条第１項第８号の規定による届出、

３件につきまして御報告をいたします。 

 申請人の氏名、住所、職業につきましては記載のとおりでご

ざいます。 

 まず１件目。農地の所在は一番町１丁目の１筆。地目は、登

記簿上が畑、現況も畑。面積は１２２㎡。転用の目的は住宅用

地でございます。 

 ２件目。農地の所在は上砂町３丁目の３筆。地目は、登記簿
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上が畑、現況は宅地。面積は合わせまして１１８．２６㎡。転

用目的は住宅用地でございます。 

 ３件目。農地の所在は西砂町６丁目の１筆。地目は、登記簿

上が畑、現況は宅地。面積は２２１㎡。転用目的は住宅用地で

ございます。 

 それぞれ周辺の略図を御参照ください。 

 続きまして、報告事項（３）農地法第５条第１項第７号の規

定による届出１件について御報告をいたします。 

 譲渡人、譲受人の氏名、住所、職業につきましては記載のと

おりでございます。 

 農地の所在は若葉町３丁目の１筆。地目は、登記簿上が畑、

現況は宅地。面積は１７９㎡。転用目的は住宅用地でございま

す。 

 こちらも周辺略図を御参照ください。 

 報告は以上でございます。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま報告がありました件について、何か御質問がありま

したらお願いをいたします。質問ございませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い よ う で し た ら 、 報 告 事 項 に つ い て は

これで終了をいたします。 

 次に、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いて、１件を議題に呈します。なお、申請者が別室にて待機し

ておりますので、事務局の報告や質疑後に議場にて農業継続な

どについて意思確認を行いたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、事務局より議案第１号の説明をお願いいたします。 

次長   それでは、議案第１号、説明いたします。 

 農地法第３条の規定による許可申請につきましては、特定市

街化区域農地において使用貸借権を設定したいという内容でご

ざいます。 

 農地への権利設定に当たりましては、農地法第３条第２項に
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許可することができない場合が列挙されております。１つ、仮

受人が農業経営に供すべき権利設定しようとする農地及び既に

所有している農地について、必要な機械の所有状況や従事者の

数から見て、効率的に利用して耕作をすると認められない場合、

こちらは全部効率利用要件となっています。 

 ２点目。借受人またはその世帯員等が農業経営に必要な農作

業に常時従事すると認められない場合。なお、常時従事の判断

は年間１５０日以上であります。こちらは農作業常時従事要件

となっています。 

 ３点目。農業経営面積が、当該権利設定予定の農地を含め、

別段の面積基準を定めていない都道府県においては、５０ａに

達しない場合。こちらは下限面積要件となっています。 

 ４点目。農地の集団化、農作業の効率化等、周辺の地域にお

ける農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が

生ずる場合。こちらは地域との調和要件として示されています。 

 以上の要件を全て満たすと認められる場合、農地への権利設

定許可を受けることができるということでございます。 

 それでは、議案第１号について御説明いたします。 

 今回許可を受けようとする農地は栄町の２筆。農地の貸付人

及び借受人の住所、氏名については記載のとおりでございます。 

 ３月１５日、申請者立会いの下、会長、髙杉委員、小峰委員、

横幕委員、事務局で御本人の現地確認等を行いましたので、御

報告いたします。 

 許可要件１、全部効率利用要件、農地について効率的に利用

して耕作が可能かどうかの判断ですが、農作業に必要な農業用

機械等は既に所有されている上、世帯員を含め、農作業に従事

されるとのことで、労働力の点から問題はないと考えられます。

また、現耕作地と借受地が近く、通作が容易であり、現耕作地

と併せて効率的な耕作が可能と考えられます。 

 ２点目の許可要件、農作業常時従事要件です。農作業への常

時従事日数ですが、借受人は年間２００日を超えておりますの

で、要件を満たしているものと考えます。 
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 許可要件の３、下限面積要件ですが、借受人の経営する農地

が５０ａを超えておりますので、問題ありません。 

 許可要件の４、地域との調和要件ですが、借受人により借受

地の効率的な利用がより一層推進されることが期待できること

から、問題はないものと考えられます。 

 以上のことから、申請内容は、農地法第３条第２項に規定す

る許可をすることができないものではないと考えてございます。 

 なお、現地調査時点では借受地の境界が不明瞭な箇所があり

ましたが、後日、髙杉委員に御確認をいただいております。 

 議案第１号は以上のとおりでございます。 

議長   ありがとうございました。 

 議案第１号について調査を担当された委員から補足説明をお

願いいたします。 

 補足説明は、髙杉委員、小峰委員、横幕委員、それと私、鈴

木です。 

 それでは、まず初めに、髙杉委員、お願いいたします。 

１ ２ 番  １ ５ 日 に 確 認 に 行 っ た の で す が 、 そ の と き に は 住 宅 と 農 地

との境が分からなくて、その翌日から３日ほどかかってようや

く、石は出てこなかったんですけれども、東側道路の農地との

境に市の石が出てきまして、そこに、びょうが打ってあって、

それから、農業委員の事務局のほうで取っていただいた図面に、

長さが、今回借り受ける畑と、相続人さんの譲渡人の妹さんが

継いだ畑というか、雑地の境目のところが、その図面を基にし

て、そこの場所が特定できましたので、それで何とか境目は確

定というか、測ることができました。 

 ただ、その石を見つけるのに、木の根っこがそこの石の部分

に覆いかぶさっていたので、それを探すのに小一時間かかって

しまって、ちょっと難儀をしました。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、小峰委員、お願いします。 

４ 番   先 ほ ど 、 今 、 髙 杉 委 員 の ほ う か ら の 話 が あ っ た と お り 、 境
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界が確認できていなかったんですが、ただいまの話によりまし

て確認できたということで、特に問題ないと思います。 

議長   ありがとうございました。 

 引き続きまして、横幕委員、お願いします。 

１ １ 番  髙 杉 委 員 さ ん に は 大 変 御 苦 労 い た だ い て 、 確 認 で き た と い

うことですので、問題ないと思います。 

議長   ありがとうございます。 

 続きまして、私のほうから。今、髙杉委員から説明がありま

したように、当日、境の場所が分からない、石が見当たらない

ということで、髙杉委員に、後日確認をしてくださいというこ

とでお願いをさせていただきまして、それで境界の境が分かり

ました。それが分かった時点で、あとは髙杉委員から言われた

ように、問題はないかと思います。 

 ただ、これから質問もあるんですが、１点だけ、ちょっと先

に聞かせていただきたいことがあるんですけれども、この境が

分かりました時点で、あの辺にちょっと木が、大きい木とかが

ありましたね。あれは境はどうなっているんでしょうか。 

１ ２ 番  梅 の 木 が あ っ た ん で す が 、 あ れ は 農 地 の ほ う に 入 っ て い ま

せんので。 

議長   入っていなかったんですね。 

１２番 はい。 

議 長   で は 、 そ の 辺 は 問 題 は な かっ た と い う こ と でい い ん で す ね。 

１２番 はい。問題なしです。 

議長   分かりました。 

 ということで、私からは、一応確認したところは問題なかっ

たと思いますので、以上でございます。 

 それでは、ただいま説明がありました件について、何か質問、

確認事項等がありましたら、お願いしたいと思います。よろし

いでしょうか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 許 可 を 前 提 と し て 申 請 者 に

意思確認等を行いたいと思います。申請人を呼んできてくださ
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い。  

   〔申請人 着席〕 

議 長   本 日 は 、 お 忙 し い 中 、 御 出 席 い た だ き ま し て 、 あ り が と う

ございます。 

 申請人の方は、農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて十分に理解されていると思いますが、農業委員会としま

して、権利を設定される農地を含めた耕作地の肥培管理などへ

のお考えを確認させていただきたいと思いまして、本日は出席

をお願いしたところでございます。御理解の上、御協力をお願

いしたいと思います。 

 それでは、金子職務代理から質問をお願いいたします。 

２ 番   本 日 は 大 変 お 疲 れ さ ま で す 。 御 苦 労 さ ま で す 。 ３ 条 の 申 請

の質問と確認事項なので、よろしくお願いします。 

 農地法第３条申請の許可に当たっては幾つかの要件がありま

す。経営農地について効率的に利用し、耕作することや、その

事業に必要な機械の所有状況などです。 

 そこで、現地立会い時にも確認させていただいたことなんで

すが、再確認として２つほど質問させていただきたいと思いま

す。 

 １つ目。今回の権利を取得する農地を含めた経営農地の肥培

管理や、今後の生産物及び作業計画と、農機具の所有状況につ

いてお考えをお聞かせください。もう１つ。農作業に必要な常

時従事者をどのように考えておられるか。この２点についてお

答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

申 請 人  １ 点 目 の 農 機 具 で す け れ ど も 、 現 在 ト ラ ク タ ー が １ 台 、 管

理機が３台、草刈り機が１台所有しています。作付については、

ニンジン、ジャガイモ、サトイモと、そのほかもやりますけれ

ども、どちらかというと期間の長い作物を作付する予定でいま

す。 

２番   常時従事者については。 

申 請 人  基 本 的 に は 現 在 、 私 と 妻 、 そ れ と 長 男 、 嫁 が 若 干 手 伝 っ て

いますけれども、家族経営で考えております。 
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 以上です。 

２番   ありがとうございます。 

 ふだんよく見ていますし、一生懸命やっているのは分かって

いますので、本当に、こういうことは新しいことで、増やすこ

とは体が大変になるかもしれないけれども、よろしく頑張って

ください。ありがとうございました。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、そのほかの方で何か御質問がありましたら、お願

いしたいと思います。ございませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   質 問 が な い の で 、 こ れ で 、 今 日 お い で い た だ い た 内 容 に つ

いては終了させていただきたいと思います。これからも体調に

は十分留意されて農業経営を続けていただきたいと思います。

本日はありがとうございました。 

申 請 人  皆 さ ん 、 大 変 に お 世 話 に な り ま し た 。 よ ろ し く お 願 い し ま

す。失礼します。 

   〔申請人 退席〕 

議 長   そ れ で は 、 議 案 第 １ 号 、 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申

請について、許可することに賛成の委員は挙手をお願いいたし

ます。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 許 可 す る こ と

に決します。 

 次に、議案第２号、都市農地貸借円滑化法の規定による事業

計画審査・決定について、１件を議題に呈します。 

 なお、申請者、代理人が別室にて待機しておりますので、事

務局の報告や質疑後に議場にて事業計画の内容について確認を

行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第２号の説明をお願いいたします。 

次 長   そ れ で は 、 議 案 第 ２ 号 、 都 市 農 地 貸 借 円 滑 化 法 の 規 定 に よ

る事業計画審査・決定について御説明いたします。 

 事業計画の審査の要件としましては、議案第１号で御説明し
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ました全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和

要件は農地法第３条の許可要件と同じですが、下限面積要件の

適用はございません。 

 本法律における新たな要件としまして、都市農地の有する機

能の発揮に特に資する耕作の事業を行うことが設けられており

ます。 

 それでは、議案第２号について、現地調査を３月１５日、借

受人立会いの下、会長、髙杉委員、小峰委員、横幕委員、事務

局で行いましたので、御説明いたします。 

 計画の内容は、現在、借受人である申請者が耕作をされてい

る農地に隣接する生産緑地に使用貸借権を設定し、農産物の生

産を行うというものでございます。 

 要件①、全部効率利用要件ですが、農作業用機械等は既に所

有されており、また、現耕作地全体にわたって効率的な利用が

なされている上、世帯員を含め、農作業に常時従事することか

ら、隣接地たる借受地においても効率的な耕作が可能と考えら

れます。 

 要件②、農作業常時従事要件は、申請者の従事日数が年間３

００日を超えておりますので、要件を満たしているものと考え

ます。 

 要件③、地域との調和要件ですが、借受地が現耕作地の隣接

地であり、総合的かつ効率的な利用が一層図られることが期待

できる上、騒音、農薬散布等の周辺宅地への一定の配慮もうか

がえますので、問題ないものと考えられます。 

 本法律における新たな要件である、都市農地の有する機能の

発揮に特に資する耕作の事業につきましては、生産物等のおお

むね５割以上を生産地の自治体や隣接自治体で販売する、災害

時に一時避難所として提供するとともに、農作物も提供する旨

の協定を自治体と締結するなどの要件のうち、１つを満たす必

要がございます。 

 本計画では庭先、みのーれ立川、のーかるでの販売に併せ、

市内の飲食店などへの卸売との内容であることから、要件を満
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たすものと考えられます。 

 以上のことから、申請内容は都市農地貸借円滑化法第４条に

規定する事業計画として決定できないものではないと考えてご

ざいます。 

 議案第２号は以上でございます。 

議長   ありがとうございました。 

 議案第２号について、確認をされた委員から補足説明をお願

いします。 

 補足説明を髙杉委員、小峰委員、横幕委員と私、鈴木のほう

でお願いしたいと思います。 

 では、初めに、髙杉委員、お願いします。 

１ ２ 番  こ の 借 受 人 の 方 は 、 も う 皆 さ ん も 御 存 じ だ と 思 い ま す が 、

一生懸命農家をやっていますし、肥培管理もすごいきれいに畑

をやられていますので、問題はないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 引き続きまして、小峰委員、お願いします。 

４ 番   た だ い ま お 話 が あ り ま し た と お り 、 大 変 熱 心 に や っ て い る

方なので、特に問題はないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございます。 

 続きまして、横幕委員、お願いします。 

１１番 同じ意見です。 

議長   それでは、私のほうから。 

 この方の借り入れる農地は本当に隣同士なので、非常に農作

業も、自宅の隣ですから、ほぼ自宅、自分の畑と同じような感

じなので、耕作するにも非常に問題がない方で、まして、この

方は非常に熱心にやられて、息子さんも熱心にやられている方

ですので、何の問題もないかと思われます。 

 以上でございます。 

 ただいま説明がありました件について、何か質問、確認事項

がありましたら、お願いしたいと思います。 
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２ 番   貸 す ほ う だ け れ ど も 、 ど う い う こ と で 貸 借 で 貸 す と い う …

…。 

議長   どういったことで貸すかということですか。 

２ 番   自 分 が 知 っ て い る 限 り で は 、 奥 さ ん も 息 子 さ ん も や っ て い

たんだけれども。だから、そこのところはどうなっちゃったの

かなと思って。貸さないとか、そういうんじゃなくてね。 

議長   ええ。どういうことで貸すかということですね。 

２番   そうそう。 

議長   その辺はどうですか。事務局、いいですか。 

１ ２ 番  貸 す ほ う の 方 は 、 農 地 を 持 っ て い る の が 息 子 さ ん で 、 息 子

さんは今、農協に勤めているので、実際のところ、畑のほうは

奥さんが主体になってやっているもので、奥さんはそのほかに

自分で仕事を持っているものですから、だんだんやっぱり年齢

とともに厳しくなっているのかなと。その辺もあって、貸した

いなという話も以前からあったんですよ。それで、お隣の、今

回借受人のほうから、貸してくれないかなという話が出たもの

です。 

２番   分かりました。 

議長   いいですか。 

 そのほか何か御質問ありますか。よろしいですか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 申 請 人 に 計 画 内 容 な ど の 確

認を行いたいと思います。申請人を呼んできてください。 

   〔申請人 着席〕 

議長   今日は、お忙しい中、御苦労さまでございます。 

 都市農地貸借円滑化法の規定による事業計画の内容などにつ

いて、御説明などお願いしたく、本日は出席をお願いいたしま

した。御理解の上、御協力をお願いいたします。 

 それでは、私から質問させていただきたいと思います。 

 この法律は、生産緑地の貸借制度を整備し、都市農地の有効

活用を図ることを目的として平成３０年に施行されたものです。

本法律において、申請人が提出する事業計画を農業委員会が審
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査・決定し、市長が認定することにより、貸借が成立する制度

となっております。 

 この事業計画は、都市農地の有する機能の発揮に特に資する

耕作の事業の用に供していることが要件になっております。 

 申請人におきましては、生産した農作物など、おおむね５割

以上を農地のある区市、隣接している区市等で販売するという

計画を掲げられており、具体的には、生産物は庭先販売や、み

のーれ立川、市内飲食店などで全て販売という事業内容を掲げ

ております。 

 そこでお聞きいたします。 

 当該事業内容の詳細について御説明をお願いいたします。で

は、よろしいですか。お願いいたします。事業内容の詳細につ

いて説明をお願いいたします。 

申 請 人  今 の 状 態 で い き ま す と 農 地 が 少 し 足 り な い の で 、 う ち の 隣

にある貸付人の土地をお借りして、少し事業を拡大しようと思

っております。 

議 長   あ と 、 作 付 と か 、 ど う い う も の を 植 え る と か 、 そ う い う 内

容まで、ちょっと説明していただけますか。 

申 請 人  サ ト イ モ と ジ ャ ガ イ モ 、 今 の と こ ろ ジ ャ ガ イ モ と 、 あ と 葉

物を少し考えております。また、先々は夏野菜、夏秋野菜も、

年間通して借りますので、そこのところで、今のところはその

３点。サトイモ、ジャガイモ、あと葉物とネギ。作付が長いも

のを借りてやろうと思っています。 

議長   分かりました。結構です。 

 それとあと、先ほど私のほうから言ったと思いますけれども、

生産物は庭先や、みのーれ等と書いてありましたけれども、そ

ういうことでよろしいんでしょうか。 

申請人 はい。 

議長   分かりました。 

 それでは、続きまして、当事業計画の認定につきましては、

貸付人の責務についても掲げなくてはいけないんですね。具体

的には、借受人の年間事業日数の１割程度を貸付人が従事する
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必要があります。これは、将来相続が発生した際に、主たる従

事者の証明の発行を担保するため、貸付人の一定程度の関与を

あらかじめ計画するものであります。 

 そこで、お聞きいたします。貸付人の従事作業など関与の仕

方について、ちょっとお聞かせ願いたいんですね。ですから、

借りている人も何か作業について、例えば草を一緒に取るとか、

何かそういったものを関与するか、どういうふうなことをする

か。そういった内容をちょっとお聞かせください。 

申 請 人  貸 付 人 の ほ う か ら も 、 や っ て い る か ど う か を 見 て 、 私 の 働

きを見ていただいて、ちゃんとやっているかどうかをやってい

ただいたり、あと、貸付人も作りたいものが多少あるみたいな

ので、私ができる範囲でそこのお手伝いをしたりしようとは思

っております。それが１年に対して何日ぐらいになるのかな…

…。まだ初めてなもので。 

議長   そうですね。 

 要は、今、説明しましたように、将来相続が起きた場合、主

たる従事者も従事しないと発行ができないんですね。それで、

何かしら貸す方も関与しなくちゃいけないということなんです。

それで、今お聞かせいただいたんですね。 

 ということで、草取りとか、そこの中で野菜を作るとか、そ

ういったことをしていただくということですね。 

申請人 はい。 

議長   分かりました。ありがとうございました。 

 委員の皆さんで何か御質問がありましたらお願いしたいと思

います。 

 こういう貸借というのは決まり事があるので、やはり決まり

事だけ、ちょっと守ってもらわなくちゃいけないということが

あるので。すみませんね。いろいろ質問していただいて。 

 では、ほかの委員さんで質問などはありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   質 問 が な い の で 、 本 日 は こ れ で 終 了 し た い と 思 い ま す 。 本

日はありがとうございます。十分体には気をつけて作業してく
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ださい。ありがとうございました。 

   〔申請人 退席〕 

２ 番   聞 き た い ん だ け れ ど も 、 こ れ は 次 長 と か 事 務 局 に 聞 き た い

んだけれども、貸借といえば、今、現状は生産緑地じゃないで

すか。生産緑地で特定で今、入っていると思うんだけれども、

ここに従事するには日数規定があったよね。生産緑地を受ける

人の。６０日以上だったか。作業する人が１５０日以上だけれ

ども、それを持つということは、６０日以上じゃん。農業関与

する日数がなかったっけ。 

主 任   で は 、 御 説 明 を い た し ま す 。 都 市 農 地 の 貸 借 円 滑 化 法 、 賃

借人、それから貸付人というところの関係性のことでございま

す。 

 こちらなんですが、やはり今、委員がおっしゃったとおり、

貸付人に関しても一定程度の関与というものが必要になってく

ると。こちらは草刈りであったりとか、周辺の住民との、農作

物などに関して、こういった作目もするとかといった調整であ

るとか、そういったものも含まれることになりますが、具体的

には借りるほうの年間従事日数の１０分の１の日数が必要にな

っております。 

 今回、申請者の方が、現状、年間従事日数は３００日という

形で御申請をいただいておりまして、貸付人の方などの年間従

事の計画を確認いたしますと、大体３０日ということで御申請

はいただいております。 

２ 番   そ れ は 、 出 て い る ね 。 そ の 申 請 は ね 。 な ら い い ん だ け れ ど

も、そこは、さっきなかったからさ。もし分からなかったんだ

ったら、地元の委員が言ったほうがいいのかなと思ったので。 

 以上です。すみません。 

議長   いいですか。 

２番   はい。  

議 長   恐 ら く 今 後 、 こ う い う 案 件 は ど ん ど ん 増 え て き ま す の で 、

こういったことも私たち農業委員も知っていたほうが、確かに

いいことだと思いますので。 
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２番   １０分の１ね。 

議長   ええ。１０分の１ですね。 

２ 番   で は 、 借 り る と き に 少 な く 出 し て お い た ほ う が い い わ け だ

よね。従事日数３００日なんて、そんな、多過ぎるもんね。通

常だと１５０日ぐらいだもんね。 

１０番 そうすると月１回だもんな。 

２番   だよね。 

議長   ただ、実際はそれだけやっているんだからという……。 

２番   そういうことになるよね。でしょう。分かりました。 

議長   いいですか。 

 とにかく今後、こういう案件はどんどん増えてきますので…

…。 

局 長   そ こ は 、 で も 、 貸 す 方 も 納 得 を さ れ て い る ん で す か ね 。 御

存じなんですよね。 

係 長   計 画 書 の ほ う に 貸 す 側 の ほ う も 、 そ の 内 容 を 記 載 し て い た

だきまして、署名捺印をいただいておりますので、御理解いた

だいているということでございます。 

議長   分かりました。 

 それでは、質疑がないということで、議案第２号、都市農地

貸借円滑化法の規定による事業計画審査・決定について、要件

を満たしているとして決定することに賛成の委員は挙手をお願

いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 決 定 す る こ と

にいたします。 

 次に、議案第３号、引き続き農業経営を行っている旨の証明

について、６件を議題に呈します。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

次 長   そ れ で は 、 引 き 続 き 農 業 経 営 を 行 っ て い る 旨 の 証 明 に つ い

て御説明いたします。 

 現地調査を３月１５日、申請者、申請者代理人立会いの下、

会長、髙杉委員、田中委員、島田加美委員、嶋田貞芳委員、井
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上委員、横幕委員、事務局で行いましたので、調査結果を報告

いたします。 

 農地等の相続人の住所・氏名については記載のとおりでござ

います。 

 議案第３号の１、特例農地は栄町１丁目の２筆、２丁目の３

筆となります。 

 略図１－１を御覧ください。略図１－１は、栄緑道沿いの農

地で、今後の作付に向け、きれいに耕うんされておりました。 

 略図１－２を御覧ください。略図１－２は、国分寺市との市

境に接する農地で、敷地北側にはハウス、南側には露地栽培と

のことで、こちらもきれいに耕うんされており、ニンジン、レ

タス、ホウレンソウなどを生産されるとのことでした。どちら

も肥培管理は良好でした。 

 議案第３号の２、特例農地は柏町３丁目の２筆、４丁目の５

筆となります。 

 略図２－１を御覧ください。略図２－１は、五日市街道に面

する自宅の裏手から北側に長く延びる農地になります。 

 略図２－２を御覧ください。略図２－２は、略図２－１の平

成新道を挟んで北側に長く延びる農地と、宅地を挟んでその北

側に位置する農地となります。自宅裏から玉川上水近くまで延

びる広大な農地ですが、非常にきれいに耕うんされており、サ

トイモ、ブロッコリーなどを作付されるとのことでした。肥培

管理は大変良好でした。 

 議案第３号の３、特例農地は上砂町５丁目の１筆、一番町４

丁目の４筆となります。 

 略図３－１を御覧ください。略図３－１は、西武拝島線武蔵

砂川駅の北西、残堀川北側の支流沿いに位置する農地で、耕う

ん、整地されておりました。 

 略図３－２を御覧ください。略図３－２は、玉川上水と西武

拝島線に挟まれた自宅の北と東に位置する農地で、こちらもき

れいに耕うんされておりました。一部境界が不明瞭となってお

りましたので、明確にしていただくよう依頼しております。 
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 議案第３号の４、特例農地は上砂町３丁目の１筆、一番町１

丁目の１筆となります。 

 略図４－１を御覧ください。略図４－１は、立川第五中学校

の南、国営公園北通りに位置する農地で、数種の植木が植え付

けられておりました。一部境界が不明瞭でしたので、明確にし

ていただくよう依頼しております。 

 略図４－２を御覧ください。略図４－２は、天王橋の南西、

昭島市との市境近くに位置する農地で、こちらも数種の植木が

植え付けられておりました。どちらも肥培管理は良好でした。 

 議案第３号の５と６、こちらは同一世帯に係る案件となりま

すので、併せて御報告させていただきます。 

 特例農地は、３号の５は西砂町４丁目の３筆、柴崎町５丁目

の２筆、３号の６は富士見町７丁目の２筆となります。 

 略図５－１を御覧ください。略図５－１は、米軍横田基地近

く、市街化調整区域内に位置する農地で、うち北側の細長い筆

は農道となります。南側は今後の作付に向け、きれいに耕うん、

整地されておりました。 

 略図５－２を御覧ください。略図５－２は、新奥多摩街道の

北、残堀川に隣接する農地で、キンカン、タマネギが植え付け

られておりました。 

 略図６を御覧ください。略図６は、富士見町団地の東に位置

する農地で、一部に梅の木が植え付けられておりました。梅の

木の枝が伸びぎみとなっておりましたので、剪定していただく

よう依頼しております。どちらの畑もきれいに耕うん等をされ

ており、肥培管理は良好でした。 

 議案第３号は以上でございます。 

議 長   議 案 第 ３ 号 に つ い て 、 確 認 を 担 当 さ れ た 委 員 か ら 補 足 説 明

をお願いしたいと思います。 

 補足説明、１番を髙杉委員、２番を田中委員、３番を島田加

美委員、４番を嶋田貞芳委員。なお、議案第３号の５、６の現

地調査を担当された井上委員は、最適化推進委員で議決権がな

いものであり、本日の出席は控えていただいておりますので、
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私のほうから補足説明をさせていただきたいと思います。なの

で、５、６は私のほうで報告させていただきます。 

 それでは、１番を髙杉委員、お願いいたします。 

１ ２ 番  こ の 方 の 農 地 は 、 事 務 局 も お っ し ゃ っ て い た と お り 、 大 変

肥培管理もよく、何も問題はないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 すみません、横幕委員もお願いします。 

１ １ 番  事 務 局 の 言 っ て い た と お り 、 栄 緑 道 の そ ば に あ る の で 、 あ

そこは散歩をする人が非常に多いんですけれども、毎日きれい

な畑を見せていただいております。問題はないと思います。 

議長   ありがとうございます。 

 続きまして、田中委員、お願いいたします。 

１ ０ 番  申 請 人 は 熱 心 な 方 で 、 全 て 農 地 の ほ う は 耕 う ん さ れ て 、 肥

培管理も特に問題はありません。 

 以上でございます。 

議長   ありがとうございます。 

 続きまして、横幕委員、お願いします。 

１１番 特にありません。 

議長   続きまして、３番を島田加美委員、お願いします。 

１ ６ 番  こ の 方 は 、 略 図 ３ － １ は 、 今 後 に 向 け 耕 う ん さ れ て お り 、

境界のほうも入っておりました。略図３－２は、自宅に面した

ところで、１点だけ、ちょっと境界の位置が分からなかったも

ので、これはちゃんとあれしてもらうということで。 

 それと、あと、一部、梅の木が野木になっておりましたので、

これを剪定なりなんなりしていただきたいということで伝えて

もおきました。 

 そして、畑のほうは耕うんされており、特に問題はないと思

います。 

議長   ありがとうございました。 

 横幕委員、お願いします。 

１１番 特にありません。 
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議長   続きまして、４番を嶋田貞芳委員、お願いします。 

６ 番   略 図 の ４ － １ の ほ う な ん で す け れ ど も 、 こ の 地 図 の 北 側 の

Ｌ字に曲がる道路があると思うんですけれども、実際、現地は

そこまでが対象地域ということになります。その北側の道路の

ところなんですけれども、石の確認がちょっとできなかったん

ですけれども、この道路が一度、市道ということになっており

まして、縁石が一応入っておりますので、本人も何か数値的な

ものがあるというようなことなので、極力早めに復元なりをし

ていただくようにお願いをしてあります。 

 肥培管理については、場所について植木が生産されていまし

たので、特段問題になるとは思いません。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、横幕委員、お願いします。 

１ １ 番  同 じ 意 見 で す 。 管 理 を よ く さ れ て い て 、 特 に 問 題 は な い と

思いました。 

議長   ありがとうございます。 

 続きまして、５番、６番ですね。では、横幕委員からお願い

します。 

１ １ 番  ５ － １ は 、 御 本 人 の 御 自 宅 よ り 随 分 と 遠 い と こ ろ に あ る 畑

なんですけれども、広いところで、きれいに管理されていまし

た。５－２については狭いところなんですけれども、特に問題

はないと思います。 

 ６も同じです。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、私のほうから、まず、５番の略図１です。細長く

なっているところは、これは農道です。やはり農道がないと入

れないので、ここは野道としてこの方が所有している部分でご

ざいます。奥が農地ということになっております。非常にきれ

いに管理されていまして、境界のほうも確認をさせていただき

ましたので、問題ないと思います。 

 それと、５番の略図２です。こちらの農地は、周りがほとん
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ど全部住宅と言っていいですね。住宅に囲まれているところで

ございます。その中で野菜を生産しております。なので、非常

にきれいに管理されて、問題はないと思います。 

 続いて、６番です。６番のところは、ちょっとあれは、梅の

木ですかね。梅の木は野木になっている状態のところがありま

したので、その辺も少し剪定をしてくださいということでお願

いをしておきました。あとは、畑のほうはきれいに管理されて

いましたので、何の問題もなかったと思います。 

 以上でございます。 

 ただいま説明がありました件について、何か質問がありまし

たらお願いをいたします。 

   ……質疑なしの声 

議長   それでは、質疑がないと認め、採決に移ります。 

 議案第３号、引き続き農業経営を行っている旨の証明につい

て、証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 次に、議案第４号、生産緑地に係る農業の主たる従事者につ

いての証明について、３件を議題に呈します。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

次 長   そ れ で は 、 生 産 緑 地 に 係 る 農 業 の 主 た る 従 事 者 に つ い て の

証明につきまして御報告をいたします。今回は３件でございま

す。 

 議案第４号の１、土地の表示は若葉町１丁目の１筆、３丁目

の２筆となります。面積は合わせまして１，９７４㎡。申出事

由は死亡でございます。証明内容は、生産緑地法第１０条の規

定に基づく農業の主たる従事者となっております。 

 続いて、議案第４号の２、土地の表示は上砂町２丁目の２筆

となります。面積は合わせまして１，９６９㎡。申出事由は死

亡でございます。証明内容は、生産緑地法第１０条の規定に基

づく農業の主たる従事者となっております。 
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 議案第４号の３、土地の表示は一番町４丁目の１筆、５丁目

の２筆となります。面積は合わせまして４，０９７㎡。申出事

由は死亡でございます。証明内容は、生産緑地法第１０条の規

定に基づく農業の主たる従事者となっております。 

 議案第４号については以上でございます。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、調査を担当された委員から補足説明をお願いしま

す。１番を小峰委員、２番を内野委員、３番を嶋田貞芳委員。 

 それでは、１番、小峰委員、お願いいたします。 

４ 番   こ の 方 の 農 地 は 、 周 り が も う 宅 地 と 駐 車 場 に 囲 ま れ て お り

まして、その中で一生懸命やっておられました。肥培管理のほ

うなんですが、ミカンを栽培しておりまして、あと、日常の管

理も良好でした。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、内野委員、お願いいたします。 

８ 番   こ の 方 の 土 地 な ん で す け れ ど も 、 略 図 の 下 の ほ う か ら 大 体

半分以上は栗の木が植わっていまして、上に行くほど次に野菜、

今はタマネギが作付されていました。一番最後の略図の上のほ

うに、かんきつ系の木がたくさん植えられていました。肥培管

理も良好で、特に問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございます。 

 続きまして、嶋田貞芳委員、お願いします。 

６ 番   ま ず 、 略 図 ３ － １ の ほ う で す け れ ど も 、 こ こ は 、 ほ ぼ 全 面

に栗の木が植えてあります。かなりちょっと古い木になってお

りましたけれども、生産した栗については自家消費と、自分で

やっているお店のほうで直売をされているということです。そ

れと、一部にブルーベリーとミカンが植え付けられておりまし

た。それについても同じように自己消費と直売という形になっ

ていました。境界については全部確認できました。 

 ３－２につきましては、柿の木が植え付けられておりました。
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剪定のほうも定期的に行われておりましたが、少し剪定の枝等

がありましたので、片づけていただけるようにお願いしました。  

 それと、一部境界石のほうが埋まっていて見えないところが

ありましたけれども、御覧のように、周りがほとんど開発され

ているようなところですので、石は必ず入っているということ

でしたので、掘り起こして、再度確認のほうをお願いしてあり

ます。 

 肥培管理のほうは、そういうような形でされておりましたの

で、問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました件について、何か質問などがあり

ましたらお願いいたします。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議長   それでは、質疑がないと認め、採決に移ります。 

 議案第４号、生産緑地に係る農業の主たる従事者について、

証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 次に、その他で何かございますか。 

局長   事務局はないです。 

次長   ございません。 

議長   分かりました。 

 それでは、ないようであれば、本日の審議予定はこれで終了

でございます。 

 次回の農業委員会総会は４月２７日火曜日、午後３時からで

ございます。部屋は３０２会議室で開催をいたします。皆様の

御出席をお願いいたします。 

 本日も慎重審議をしていただき、ありがとうございました。 

 

午後２時５７分 閉会  
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